公立大学法人三重県立看護大学教員公募要領
１　職名及び人員　　　特任教授　１名
２　専門分野　　　　　精神看護学、在宅看護学、実践基盤看護学、成人急性期看護学
のいずれかの分野
３　応募資格
次の全ての項目に該当すること。

(1)　別記「教員選考規程」及び「採用選考に係る審査基準」に掲げる資格を有する者
(2)　本学の教育理念に沿った教育に意欲的に取り組む者
(3)　大学院博士後期課程設置後、博士後期課程における教育・研究指導ができること

４　職務内容
(1) 修士課程の精神看護学、在宅看護学、実践基盤看護学、成人急性期看護学のいずれかの分野（修士論文コース、臨地教育者コース）の講義、演習、実習及び研究指導並びに修士課程共通科目。精神看護学分野においては専門看護師(CNS)コースもあります。
※担当科目については、採用時の教育研究業績に応じて判断します。
(2)　研究科運営に係る職務
(3)　博士後期課程における教育・研究指導（大学院博士後期課程設置後）
５　応募手続
 (1)　提出書類
　　①　履歴書（別紙様式1）
　　②　教育研究業績書（別紙様式2）
　　③　推薦書（別紙様式3）
④　主要論文等（最近の5件）
 (2)　提出先及び連絡先
　　〒514-0116　三重県津市夢が丘1丁目1－1
　　　公立大学法人三重県立看護大学　事務局総務課　電話059-233-5694
　　　　　　　　　　　　　　　ＵＲＬ　http://www.mcn.ac.jp/recruitment/staff
　　※　提出書類を送付する封筒等に「特任教授応募書類在中」と朱書きし、簡易書留等で郵送してください。
なお、提出書類は返却いたしません。
６　書類受付期間
　　令和７年１１月１０日（月）から令和８年１月９日（金）（１７時必着）
　　※締切日を待たずに、書類選考・面接等を進める場合があります。
７　採用予定日
令和８年４月１日　（採用から６月間は試用期間となります）
８　選考
　　書類選考を行い、必要に応じて面接を本学で行います。（面接時の交通費等は応募者の負担）

　　選考結果は郵送にて通知します。
９　勤務条件等
　　・各種手当（地域手当、通勤手当、大学院業務手当、期末・勤勉手当（フルタイム勤務に限る））があります。

　　・採用後の任期は２年間（更新上限：原則採用日から５年間・最長８年間まで）で、雇用年齢の上限は７０歳となります。

　　・週勤務日数については、業務内容をふまえて応相談となります。

１０　その他
　　・大学院博士後期課程については、設置に向けて構想中です。
・文部科学省 大学設置・学校法人審議会における教員審査でＤマル合として認められた方、
もしくはそれに準ずる教育経験、研究業績を有することが必要となります。
　
（別記）

教員選考規程（抜粋）
（教授の資格）

第２条　教授となることができる者は、次の各号の一に該当し、教育研究上の能力があると
認められる者とする。

 (1)　博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、
研究上の業績を有する者

 (2)　研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

 (3)　大学において教授の経歴のある者

 (4)　大学において准教授又は助教授の経歴があり、教育研究上の業績があると認められる者
(5)　芸術、体育等については、特殊の技能に秀で、教育の経歴のある者

 (6)　専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

（准教授の資格）

第３条　准教授となることができる者は、次の各号の一に該当し、教育研究上の能力があると
認められる者とする。
 (1)　前条に規定する教授となることのできる者

 (2)　大学において准教授又は助教授又は専任の講師の経歴のある者

 (3)　大学において3年以上助教又は助手又はこれに準ずる職員としての経歴のある者

 (4)　修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者
(5)　研究所、試験所、調査所等に5年以上在職し、研究上の業績があると認められる者

 (6)　専攻分野について、優れた知識及び経験を有する者

（講師の資格）

第４条　講師となることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 (1)　第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2)　その他特殊な専攻分野について、教育上の能力があると認められる者

採用選考に係る審査基準（抜粋）

（教授）

教員選考規程第２条に掲げる資格のほか、次の項目に該当する者とする。

(1)　大学における教育歴が3年以上あること。

(2)　看護専門系にあっては、看護専門職の実務経験が3年以上あること。
(3)　原則として、学術書又は査読のある学会誌等の学術論文を5編以上（3編以上筆頭著者であること）有し、かつ1編以上は直近3年以内のものであること。
（准教授）

教員選考規程第３条に掲げる資格のほか、次の項目に該当する者とする。

(1)　大学における教育歴が3年以上あること。
(2)　看護専門系にあっては、看護専門職の実務経験が3年以上あること。
(3)　原則として、学術書又は査読のある学会誌等の学術論文を3編以上（2編以上筆頭著者であること）有し、かつ1編以上は直近3年以内のものであること。
（講師）
教員選考規程第４条に掲げる資格のほか、次の項目に該当する者とする。

(1)　大学における教育歴が3年以上あること。

(2)　看護専門系にあっては、看護専門職の実務経験が3年以上あること。
(3)　原則として、学術書又は査読のある学会誌等の学術論文を2編以上（1編以上筆頭著者であること）有し、かつ1編以上は直近3年以内のものであること。
